
主治医の皆様へ 
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県立特別支援学校における医療的ケアの指示について 

 

 県立特別支援学校では、主治医の皆様をはじめとした、医療関係の皆様の御協力をいただきながら、

医療的ケアを必要とする児童生徒の教育の充実を図ってまいりました。県立特別支援学校における医

療的ケアの安全かつ適切な実施のため、特段の御協力と御配慮をお願いいたします。 

 なお、小中学校等においては設置者である市町村教育委員会により取扱いが定められておりますの

で、御留意ください。 

 １ 主治医の皆様へのお願い                              

次の３点について御協力をお願いします。 

（１）医療的ケア実施行為の指示をお願いします。 

・学校の看護師に対して、医師が不在の環境下においても安全に実施できる範囲で、医療的ケアの実施

行為の指示をお願いします。 

・医療的ケアの実施の指示は、指示書によりお願いします。学校は指示書に基づいて、実施行為の手順

書（個別のマニュアル）を作成しその手順書に沿って医療的ケアを実施します。どの看護師も同じ行

動がとれるように明確な指示の内容を記載ください。 

・病状等の変化により医療的ケア内容が変わる場合は、指示書の変更をお願いします。 

（２）保護者への情報提供をお願いします。 

・診療行為に関する説明と同様に、保護者に対して、学校環境下で実施する医療的ケアのメリットとリ

スクについて説明をお願いします。 

（３）学校との綿密な連携をお願いします。 

・学校で安全に医療的ケアを実施するために、具体的な助言をお願いいたします。 

・対象となる児童生徒の診察に同行し、担任等がお話を伺うこともございます。 

・学校は授業や行事などがあり、就学前と生活リズムが異なる場合があります。ケアを実施する時間な

どについての調整など相談をする場合があります。 

 ２ 県立特別支援学校における医療的ケアについて                    

次に学校における医療的ケアについてまとめております。ご一読いただき、ご理解のもと、指示書の作

成をお願いします。 

（１）学校における医療的ケア実施の体系   

学校における医療的ケアは、文部科学省

が示す「学校における医療的ケアの今後の

対応について」を基に、県教育委員会や市

町村教育委員会が定めた「医療的ケアガイ

ドライン」と主治医の指示書に基づき作成

した「個別のマニュアル」に従って実施し

ています。（図１） 

図１「学校における医療的ケア実施体系のイメージ図」 

①法律が示す、看護師ができる医療行為 

②文部科学省「学校における医療的ケアの今後の対応」 

③県教育委員会又は市町村教育委員会が 

定めた「医療的ケアガイドライン」 

④主治医の指示書を基に、個別に作成したマニュアル 



（２）医療的ケアの対象項目  

 医療的ケアは日常的に継続して行われる喀痰吸引、

経管栄養、導尿などの医療行為をさします。従って、病

気治療のための入院や通院で行われる医行為は含まれ

ません。 

 県立特別支援学校における医療的ケアの対象は右図

のとおりです。家庭で実施していることが基本となり

ます。対象にない行為については、学校での実施が可能

であるかについて、主治医の意見等を参考に、特別支援

教育課との協議により判断をします。 

 

（３）医療的ケア実施の判断  

医療的ケアの行為は個別性が高いため、同じ行為であっても一律に判断せずに個別に判断を行います。

また、学校は、医療機関のように医師の指示があれば何でもできるものではありませんので、ガイドライ

ン、学校の体制なども勘案し、医療的ケアの実施について判断する必要があります。 

学校では、「医療的ケア安全委員会」で協議し、実施の判断をします。個々の児童生徒が抱えるリスク

や校内の体制によっては、当面は実施不可と判断されることもあります。 

 

（４）医療的ケア実施までの手続きについて  

実施までの流れは下図のとおりです。 

・医療的ケアを実施にあたり、主治医から意

見書、指示書を作成いただきます。書面で

提出ください。様式は山形県ホームページ

よりダウンロードできます。 

・意見書、指示書の依頼は保護者を通じて行

いますが、学校から内容について問い合わ

せをする場合があります。 

・看護師による医療的ケアの実施までには、

保護者からの手技の伝達と確認が必要とな

ります。必要に応じて、学校への指導助言

もお願いします。 

 

 

 

 

山形県ホームページ 

https://www.pref.yamagata.jp/700027/tokubetusien/ikea.html 

 

＜医療的ケアの対象＞ 

（１）経管栄養  （２）吸引 

（３）導尿    （４）人工呼吸器の管理 

（５）気管切開部の衛生管理 

（６）酸素療法の管理 

（７）定時の薬液吸入 

（８）血糖値測定・インスリン注射 

 

「山形県立特別支援学校における医療的ケアガイドライン」 

より抜粋 

【問合せ先】  

山形県教育局 特別支援教育課 

〒990－8570 山形市松波二丁目8番 1号 

TEL 023(630)2867  FAX 023(630)2774  E-mail ytokushi@pref.yamagata.jp 

https://www.pref.yamagata.jp/700027/tokubetusien/ikea.html
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